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町からの情報はコチラ

第40回　町民体育祭中止について
　町民体育祭実行委員会は、10月11日㈰開催予定の「第
40回　町民体育祭」について、中止することに決定しま
した。
　これは、新型コロナウイルス感染症拡大に係る「町が
主催・共催するイベント等開催の基本方針」等を踏まえ、
主催者・主管団体等で協議した結果、主催者（運営サイド）
と参加者の健康・安全を最優先に考え、判断したもので
す。
　今回の決定については断腸の思いではありましたが、
コロナ禍が終息し、完全な形での町民体育祭開催に向け
て努力して参りますので、今後とも変わらぬご理解とご
協力をよろしくお願いします。
問　社会教育課　スポーツ振興担当　内線493

第32回　杉戸町産業祭中止について
　杉戸町産業祭実行委員会は、毎年11月3日㈷に開催
をしている「第32回　杉戸町産業祭」について、新型
コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和2年度の開
催を中止することに決定しました。
問　杉戸町産業祭実行委員会事務局
　　杉戸町商工会　☎（32）3719

認知症サポーター養成講座　出張講座
　認知症サポーターとは、何か特別な
ことをする人ではありません。認知症
を正しく理解し、認知症の方やその家
族を温かく見守り支援する「応援者」
です。認知症になっても安心してこの
まちで暮らしていくために、認知症について学んでみ
ませんか？
内容　�認知症に関する基礎知識、認知症の方への接し

方等。初めて受講する方には、認知症サポーター
の印としてオレンジリング、認知症サポーター
証を配付します。

対象　�町内に在住または在学・在勤
の団体・グループ

会場　�町内（用意いただいた会場で
開催）

費用　無料（会場使用料が必要な場合は、受講者負担）
申込　�希望日の1か月前までに人数・会場を高齢介護課

へお問合せください。第3希望までの日程をご用
意ください。

※�新型コロナウイルス予防のため、密にならない人数
での開催となります。

問　高齢介護課　高齢者福祉担当　内線317

９月は世界アルツハイマー月間です
　世界アルツハイマーデー・世界アルツハイマー月間
とは、1994年「国際アルツハイマー病協会」が、世界
保健機関（WHO）と共同で毎年9月21日を「世界ア
ルツハイマーデー」と制定し、この日を中心にアルツ
ハイマー病や認知症の啓発を実施しています。また、9
月を「世界アルツハイマー月間」と定め、様々な行事
や取組みが行われています。
　世界アルツハイマーデー、世界アルツハイマー月間
は、認知症に関わるすべての人のものです。
　町では下記の取組みを行いますので、この機会に認
知症の理解を深め、正しい知識を学び、介護家族と本
人への支援を考え、認知症になっても安心して暮らせ
る社会づくりにご参加ください。
※�新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、
中止となる可能性がありますので各担当へお問合せ
ください。

【認知症に関する特集展示】
期間　9月1日㈫～ 30日㈬　　
場所　生涯学習センター
　　　（図書館特集展示コーナー）
内容　�世界アルツハイマー月間や認知

症に関する書籍・パンフレット
の展示、杉戸町の認知症に関す
る取組み、認知症サポーター養
成講座、地域包括支援センターの案内など

問　高齢介護課　地域包括支援センター担当
　　内線302

すぎぴょんカフェ（認知症カフェ）
　どなたでも気軽に参加できる「交流の場」です。地域の
方、介護されている方、認知症の方、認知症の家族の方も
…ほっと一息、リラックスした時間を過ごしませんか？
日時　9月18日㈮　
　　　①10時～10時50分　
　　　②11時～11時50分
場所　ウエルシア　杉戸倉松店
内容　�参加者同士の交流、認知症や

健康・介護に関する個別相談。
久喜すずのき病院認知症疾患医療センター相談員の
方も参加されます。

費用　無料　　
定員　�各回4名程度（申込不要ですが、個別相談をご希望

の方は事前にご連絡ください。）
※�参加前にご自宅での検温と健康チェックをお願いしま
す。
※マスクを着用してお越しください。
問　�高齢介護課　地域包括支援センター担当　内線302

杉戸町障がい者就労準備セミナー
日時　9月26日㈯　10時～11時（受付9時30分～）
場所　役場　第2庁舎2階　会議室1・2�
内容　テーマ「働く」ってなに！？
　　　～「働く」ための心構え～
　　　①なんのために「働く」の？
　　　②�ビジネスマナーや資格、能力よりも大切なも

の！？
　　　③�はた（周り）を、らく（楽）にできますか？
　　　　�「合理的配慮」と「自分で取り組むべきこと」

のバランス
定員　30名　　申込　9月24日㈭まで
問　杉戸町障がい者就労支援センター　☎（33）1713

秋の全国交通安全運動実施！ 9月21日㈪～ 30日㈬
「人も車も自転車も　安心・安全　埼玉県」

　県内における本年の交通事故死者数は、8月10日現
在63名で、全国ワースト7位となっています。一人ひ
とりが交通ルールを守り、正しい交通マナーを身につ
けて、交通事故の無い安心・安全なまちを目指しましょ
う。
全国重点
　○�子供を始めとする歩行者の安全と自転車の安全利
用の確保

　○�高齢運転者等の安全運転の励行
　○�夕暮れ時と夜間の交通事故防止と飲酒運転等の危
険運転の防止

埼玉県重点
　○横断歩道における歩行者優先の徹底
市町村重点
　○交通ルールの遵守と安全確認の徹底
問　くらし安全課　交通・防犯担当　内線284

就学時健康診断のお知らせ
　来年度、町立小学校に入学予定のお子様を対象に、
就学時健康診断を実施します。該当する保護者の方へ
案内を郵送しますので、指定日時・学校で受診してく
ださい。
　なお、当日、天候等による延期の場合は町ホームペー
ジに掲載します。
日時
　杉戸第三小学校　10月2日㈮
　杉戸小学校　　　10月5日㈪
　西小学校　　　　10月5日㈪
　杉戸第二小学校　10月7日㈬
　泉小学校　　　　10月9日㈮
　高野台小学校　　10月22日㈭
対象　�平成26年4月2日～平成27年4月1日生まれのお

子様
問　学校教育課　学務担当　内線389

なかよし広場
　お子様の健やかな成長を願い、保護者が安心できる
子育てに役立つよう、次のとおり「なかよし広場」を
開催します。
対象　�町内在住の幼稚園就園前のお子様と保護者の皆様
内容　紙芝居、折り紙、ままごと、歌などの活動
その他　・�集団内における子どもたちの関わりの中で、

お子様の状況を再認識できます。
　　　　・�参加した保護者同士で率直にお子様につい

て語り合う場となります。
　　　　・�町立幼稚園職員に子育ての悩みや不安につ

いて相談することができます。
日時・場所

期日 時間 会場
10月8日㈭ 9時15分～10時15分 西幼稚園
10月9日㈮

10時～11時
すぎと幼稚園

10月16日㈮ 中央幼稚園
※�開始時間15分前から受付を開始します。時間内であ
れば、途中参加も可能です。
※�中央・すぎと幼稚園はお車でご来園できます。西幼
稚園には駐車場がありませんので、お車でのご来園
はご遠慮ください。
※�各回の実施内容の詳細につきましては、直接園にお
問合せください。
※�新型コロナウイルス感染症等により中止になる場合
があります。各園のホームページでご確認ください。

問　中央幼稚園　☎（34）2961
　　西幼稚園　☎（33）3223
　　すぎと幼稚園　☎（53）8266

労働力調査のお知らせ
　総務省統計局では、都道府県を通じて、毎月労働力
調査を実施しています。
　この調査から得られるデータは、国や都道府県が実
施する雇用失業対策などの企画・立案をする上で重要
な指標として利用されます。
　調査の対象となった世帯には統計調査員が伺います
ので、ご協力をお願いします。
問　県総務部　統計課　人口統計担当
　　☎048（830）2314

健康講座「健康ストレッチ（入門ヨガ）」参加者募集
　ヨガは、身体のゆがみ・くせを直し、自然治癒力を
高め、�肩こり・腰痛・ストレス解消などに大きな力を
発揮すると言われています。皆さんのご参加をお待ち
しています。
日時　�10月31日㈯、11月7日㈯　いずれか1日
　　　10時～11時30分
場所　中央公民館　1階　研修室
対象　�町内在住・在勤の20歳以上の方
費用　100円（保険代等）　※当日集金します
定員　各12名　※先着順
持ち物　�ストレッチの出来る楽な服装（マスク着用）・

ヨガマットまたはバスタオル・飲み物・裸足
が寒いと感じる方は5本指の靴下

申込期限　10月16日㈮
問　杉戸町コミュニティづくり推進協議会
　　事務局：住民協働課　住民協働担当　内線283

9月連休期間の手話通訳派遣受付
　9月20日㈰・21日㈪・22日㈫の3日間は、病院・警察・
消防などの緊急受付のみとなります。
※�埼玉聴覚情報センターは9月21日㈪・22日㈫は通常
業務は休館となります。

問　埼玉聴覚障害者情報センター　福祉支援部
　　☎048（814）3353、FAX048（814）3354
　　（受付　9時～12時、13時～17時）

新型コロナウイルス感染症に係る
国民健康保険税の減免について

　新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の
収入が前年比30％以上減少した場合もしくは世帯主が
死亡・重篤な傷病を負った場合、国民健康保険税が一
定の割合減免になる場合があります。なお、減免には
申請が必要です。
※�原則世帯主ですが、世帯員の収入のほうが世帯主よ
り多い場合は、当該世帯員の収入減少等の事由で減
免申請することもできます。

申・問　町民課　国民健康保険担当　内線257・457
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